
2026年4月1日に下表のとおり一部改正を予定しておりますので事前にご案内いたします。
ただし、電子交換業務の停止・電子交換所からの脱退による店舗窓口業務の効率化にかかる「普通為替証書」および「配当金領収証」取扱い廃止については、2026年5月1日から実施いたします。 
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4 ただし、電子交換業務の停止・電子交換所からの脱退による店舗

窓口業務の効率化にかかる「普通為替証書」および「配当金領収証」取扱い廃止については、2026年5月1日か

ら実施する。  
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